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広告主一広告会杜関係について

一AEシステム，広告会杜のフノレサービスの視点より一

小林太三郎

1広告会杜の種類

　広告会杜と広告主の関係を考察する場合は，広告会杜の種類がその両杜関係

に影響するので，まずこの問題を検討してみよう。広告会杜は通常一般広告会

杜と専門広告会杜に分げられる。前老は主に消費者用品を扱うことになるので，

またそういうエージェンシイの数が多いので，米国などでは遼常General

Consumer　Advertising　Agencyと呼ぼれる。業務用品を扱う広告会杜は産業

広告会杜（Industria1Adveτtising　Agency，Business・to－Business　Advertis・

ing　Age11cy，B－to－B　Advertising　Agency）と呼称されているが，これは工

一ジェンシイ全体からみるとその一部または特殊の領域を扱うので，後考の専

門広告会杜の範駒こ入れられるのカミー般的である。実際上は，消費者用品と業

務用品の両分野に跨る広告会杜が多いのはここに云々するまでもたい。

　後考の専門広告会杜は次のように一般に区分される。（1）ダイレクト・マーケ

ティソグ広告会杜，ダイレクト・マーケティングとかダイレクト・リスポソス

広告を担当する工一ジェソシイで電通ワソダーマン・ダイレクトや第一企画ラ

ップ＆コリ：■ズ・ダイレクト・マーケティングはその一例。（2）リクルート広告

エ＿ジェンシィで，Recmitment　Advertising　Agencyとも呼ぱれ，内藤一
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水杜などが好例。（3）産業広告会杜は生産財広告主をクライアントとする工一ジ

ェンシイで米国ではMarSte11er　InC．が著名。（4）保健（または薬品）広告会杜

（亘ealth－care　Advertising　Agency，Phar㎜aceutica1Advertising　Agency），

（5）ホテル。リゾート，族行広告会杜，（6）政治広告会杜（Po肚ical　Advertising

Agency），（7）その他の専門広告会杜（Spec1a11ty　Advert－smg　Agency），たと

えばCI工一ジェソシイ，不動産広告会杜など。米国では家具産業，フアッシ

ョン産業，出版産業，特定の人種市場〈例：ヒスパニック市場〉などのそれぞ

れを専門的に扱う工一ジェンシイがみられる。

　広告会杜はフルサービスの提供の有無から区分されることが多い。フルサー

ビスとは，（1）戦略的広告計画，（2）広告の制作，（3）広告媒体への広告物出稿，（4）

広告出稿について広告主へのピリングと媒体への支払いの4つの基本的サービ

スに加えて，市場調査，販売促進計画，PR及びバブリシティ，パッケージ・

ディザイン，DMマーケティング，電話帳広告、マーチャソダイジング，セー

ルズ・ミーティング，その他などの関違サービスを含む幅広い広告・広告関達

サービスを意味する（大規模広告会杜はフルサービスの提供が可能）。フルサー

ビスを提供する工一ジェンシイがフルサービスまたはゼネラル・ライン広告会

杜（Ful1－Se岬ice，Genera1－1ineAdvertisingAgency）と呼ぼれるものである。

　このフル・サービス・工一ジェンシイとかゼネラルライソエージェンシイ以

外のものにおいて次のタイプのものがある。

　（1）特殊（または専門）広告会杜　特定の広告サービスを提供する工一ジェ

　　ンシイで，リクルートメント，薬品，案内，金融，ダイレクト・リスポン

　　ス広告・小売・電話帳広告，娯楽、旅行，証券・投資関係の広告を扱う広

　　告会杜で，これらについては説述ずみ。

　（2）限定サービス広告会杜　これはLimited－Se岬ice　Advertising　Agency

　　と言われ，フルサーピスのうちの特定項目だげを提供する工一ジェンシイ

　　で，たとえぱ広告物の制作サービスを主にする“クリニイティブ・ブーテ
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　　4一ク（creative　boutique）’’，米国で発達している“メデイア・バイング・

　　サービス”杜などがこのクラスに入る。

　（3）広告会杜以外のサプライヤー　広告媒体社が飯売促進策とLて，小規模

　　の広告主に広告デイザインのサービスを提供しているとすれぱ，これがこ

　　の種のサプライヤーとなる（Non・Adve村ising　Agency　SupPlier）。

　（4）インハウス広告会杜　これは広告主の管理下にある広告工一ジェンシイ

　　機能を遂行する企業体である。

．広告会杜の区分の方法は上述のものが一般的であるが・これらと異った視点

からロスァンジェルスのDYRは広告エージェンシイを次のように区分する

（1987年6月現地での取材時）。

　（1）フル・サービス・工一ジェンシイ　1950年代からの輿型的な広告会杜で，

　　アカウント・マネジメント，クリエイティブ，調査，媒体計画及び媒体購

　　入などの，クライアントのピジネスの拡大をねらい，これらの活動を統合

　　的に行ラ広告会杜（例：Yomg＆Rubicum，McCam　Erickson）。

（2）クリエイティブ志向工一ジェンシイ　ときにフルサービス・工一ジェソ

　　シイと位置されることもあるが，しかしクリエイティブ機能が第一義的と

　　なるエージェンシイのこと（例：1950年代のDoyle　Dane　Bembach．

　　Chiat　Day，Fauon　McE1ligott　Riceなどは最近のリーダー格の工一ジェ

　　ンシイ）。

（3）小売志向工一ジェンシイ　主に小売アカウント，たとえぱレストランと

　　か百貨店，その他の小売店などに主にサービスを提供する広告会杜（例：

　　Admarketing，DJMC）。

（4）ワソ・アカウント　ショップ　ある一広告主と関係の深い二一ジェンシ

　　イ（例：DFS　Dor1and＜Toyota扱い〉・Rubin　Postaer．〈Honda扱い×

　　0＆M〈Mattel　Toys＞）〈参考：Rubin　Postaerは1987年時Honda

　　Dealers　Assn．を失なつた〉。
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　（5）合併会杜　（例：DYR，Kresser　Craig／DJ．K．）

　広告会杜といっても上述のようにいろいろなタイプのものがあり，広告主一

広告会杜関係にはこのタイプが一つの影響要因となる。この稿ではフルサービ

スを提供するゼネラル・アドバタイジソグ・二一ジェンシイ，つまり総合広告

会杜に焦点を合わせて両者関係を考察することにする。

2広告会杜とクライアントの関係

　広告会社は広告主に所定の広告・広告関連サービスを提供しているが，こ、こ

に広告会杜一広告主関係問題が登場する。この両老関係は国により若干事庸が

異る。たとえば米国では，広告会杜は一般に競争状況にあるアカウントを扱わ

ないというのは，ビジネスの機密を守るためである。車のアカウントを持つ二

一ジェンシイは，このアカウソトと競合関係にある広告主をアカウソトとはし

ない。この競合関係とはどういう関係なのだろうか。広告主の競合観について

簡単に触れたい。S．ワトスソ・ダソとアーナルド・M・バーバン両教授はrト

ラックのアカウソトと車のアカウントはどうだろうか。この決定は，最初のク

ライアソトが新Lいアカウソトを競争相手と見るかどうかにかかっている」と

いう。㈹さらに全米広告会杜協会（The　American　Association　of　Advertising

Agencies）は次のように言う。「アカウントの衝突に関する理想的な広告会杜一

広告主の方針は，広告主の扱う商品のトータル・ラインと言うよりは個々の商

品カテゴリーに基づくものである」と＝副。広告主一ユージェンシイの関係は，

広告主のトータル・プロダクト・ラインに基づくというよりは個々のプロダク

トによる点に特に注目したい。広告会杜はある広告主のブランドを扱うとなる

と，それと競合関係のあるブランドはそうLたいという考え方が，米国での広

告主一広告会杜関係の基礎にある。つまり1商品一1広告会杜（プロダクト・

ラインー1ユージェソシイではない）関係が特に尊重されているのである。

　では広告会杜はクライアソトに競合する広告主の商品・サービスをまったく
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扱わないかというと，ときには扱うこともあり得る。たとえぱ，広告会杜の中

にはいくつかのフルサービスが提供できる工一ジェソシイを何杜か設置L，競

合するクライアントは各工一ジニソシイにそれぞれ扱わせるということもあ

る。

　国際的には1プロダクトー1工一ジェンシイの両考関係システムが一般に採

用されている。わが国でもこのシステムがAE（accomtexecutive）システム

と呼ばれているのは周知の通りである。外資系の広告会杜はこのシステム下で

ユージェンシイ経営を行っているのが通常である。しかしわが国の伝統的な二

一ジェソシイの中にはAEという用語を使用Lても，両考関係の実態は1プロ

ダクトー1工一ジェンシイでないのも非常に多い。

　米国の場合は，上述のように1プ目ダクトー1工一ジェソシイの関係が一般

的であるが，この関係が若干弾力的に扱われるようになってきていることは見

逃すことができない。合併，員収，広告主の新商品開発による市場への新規参

入活動などのために，両者関係の考え方がいささか変りつつある。広告会杜が

他の工一ジェンシイを買収することで，これまでのクライアントと買収された

広告会杜のクライアソトが，同一工一ジェ＝■シイのサービスを受けるようにな

るという事態が発生することもあり得る。ここにクライアソト・コンフリクト

（広告主衝突）問題が表面化するようになる。これまでの1プロダクトー1工

一ジェソシイのAEシステムにも作用する重大要因の一つとなろう。

　このような間題に対しどう対処すれぱよいのだろうか。これについて，米国

4A（米国広告会杜協会，American　Association　of　Adマertising　Agencies）

は下記のような見方をLている。＝4〕

　（1）別の工一ジェソシイ　多くの二一ジェンシイが企業アソブレラ（持株会

　　杜）として働き，これらはたくさんの，ときに独立したメソバー・工一ジ

　　ニンシイから構成される。傘下の工一ジニンシイは同じ市または異ったと

　　ころに置かれるが，これらを使いわけることで広告主のコンフリクト（衝
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　突）を避けることができる。このために同一産業内での複数クライアソト

　を傘下のいくつかの二一ジニソシイに扱わせることが可能。

（2）別の事業所　ある二一ジニソシイは，それぞれの〈広告会杜の＞事業所

　が他の事業所の力を借りないで運営できるというときは，扱うクライアン

　トと競合関係にある商晶を別の事業所に扱わせることもできる。事業所と

　地域的分離の二つの組み合わせで，クライアントの秘密を保つことができ

　る。

（3）別の作業チーム　広告会杜は，秘密保持のメカニズムを備えているとき

　は，別の作業チームを編成L，そこに競争商品を扱わせることも可能とな

　る。

（4）異った地域　ある工一ジニンシイがアメリヵでAソフトドリンク，ヨー

　ロヅパでBソフトドリンクの広告を扱う，またリチそンドのA銀行を扱い

　ながらニューヨークのB銀行をも同時に担当することもある。これは広告

　市場の地域差によるものである。

（5）流通経路の違い　Aクライアソトはフランチャイズの百貨店で50ドルの

　香水を販売中。これに対しBクライアソトは化粧品でもバラエティ・スト

　アで1．50ドルの香水を売っているとする。両老の流通経路は異っている。

　クライアントのAとBは同一商晶のカテゴリーでも，商品コンフリクトは

　生じ鮎㌔この工一ジェンシイは同一産業内のクライアント杜（複数）を

　同時に扱うことになる。

（6）異ったターゲット属性　あるクライアントは小売価格70，000ドルの車を

　販売している（ダーゲヅト・オーディエソスの収入は15万ドル以上）。もう

　一りのクライアソトぱ収入が1万ドルのオーディエソスに小売価格5，000

　ドル以下の車を売っているとする。この二つの広告主は商品カテゴリイは

　同じでも，両者は競争の立場にない。両老のターゲット属性はちがうので，

　工一ジェンシイはこの両杜を扱うことができよう。
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（7）政治的考慮の排除　ある工一ジェソシイは1クライアソトのA事業部の

　広告を扱っていたとき，同じクライアソトのB事業部から広告サービスの

　依頼があったことがある。そのA事業部の杜長はわがディピジョソの競争

　相手をなぜ’ヒーローにする必要があるのか……という理由から，その工一

　ジェンシイにB事業部を扱わせないようにした。A事業部にとってはその

　事業部（会杜）には何がベストなのかを考えることが，クライアントー広

　告会杜間のコソフリクト回避に役立つことになる。

（8）サイズと重要さの差　クライアントAは広告してないデオドラソト（こ

　れは総売上高の5％を占める）を含むフルラインの化粧品を飯売してい

　る。その工一ジェソシイのクライアソトBは多くのマス媒体広告予算を使

　ってデオドラソトを全国に販売したいと考えている。両クライアソトの販

　売に。占めるサイズや重要性たどはかなりちがうので，折合いがつげぱ，こ

　の工一ジェ：■シイは二つのクライアソトの広告を扱うことができよう。

（9）共通の利益と競争ビジネス　クライア1■トAは石炭産業に・クライアン

　トBはヒーティング・オイルのビジネスに属しているとする。両者は一見

　競争関係にあるようにみえるが，共通のゴール・計画，たとえぱ不公平な

　外国ニネルギー競争から自杜を守るというコミュニケーション・ゴールと

　その計画が考えられるとすれぱ，この共通の利益・ゴールはある二一ジェ

　ソシイ1杜で効果的かつ公正に処理できることにもなろう。

（幻　コーポレット広告　クライアントのAはオイル産業での巨大コングロマ

　リットであるが，ワード・プロセサー分野での実績・力はまことに小さ

　い。これに対し，クライアントBはワード・プロセサーに主力を投入して

　いる。この両者の広告ゴールは，それぞれの商品（ブランド広告）という

　よりは，各企業の知名とか認知の増犬にあるという場合は，それぞれの企

　業のねらいどころは競争的なところではないので・1つの工一ジェソシィ

　でこのAとBのクライアソトを扱うこともときに可能。
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⑪　コングロマリットの衝突　コングロマ・リットのAはaブランドのタバコ

　を販売していて広告会杜Xを使用中。コングロマリットBはaブランドの

　競争商品bブラソドを販売し，広告会杜のYを利用。なおソフトドリンク

　cブランドをも売っている。こういう場合，広告会杜Xはコングロマリッ

　トBのソフトドリンクを扱っても差支えない（商品コンフリクト問題が生

　じないからである）。

　以上は広告主一広告会杜関係を保つ上での，クライアント・コンフリクトを

避げるためのいくつかの提案であるが，1プロダクトー1工一ジェンシイとい

うシステムの下でもこのような弾力的な処置がある，または考えられることに

留意されたい。

　さて日本の場合であるが，広告主一広告会杜関係は完全AE制下にはないの

で，国際的な一般的な動きは参考にならないことも多い。日本の広告ビジネス

事情を踏まえた上で日本独自のAEシステム間題を考えなけれぱならない。そ

のため，このほど有力広告主を対象にして現在のAE観を調査Lてみた。

　　3わが国広告主のAEシステム観

一小林監修r広告主の広告会杜AE制度意見調査」

　　（昭和62年2月調査）に基づく一

AEシステムがわが国に導入されてからかなりの年月が経過Lている。この

AEシステムの用語が便法的に幅広く用いられ，内容が暖昧になっているのは

ここに云々するまでもない。

　広告産業を国際化視点から眺めると，国際的・共通的コンセプトのAEシス

テムまたは1プロダクトー1工一ジェンシイ制度に対し，わが国の主要広告主

はどのような考え方をしているのかを明らかにすることが犬切と思われるので，

昭和62年2月r広告主の広告会杜AE制度意見調査」を実施した。調査要領は

584



広告主一広告会社関係について

下記の通り。

　　　　　　　　　広告主の広告会杜AE制度意見調査方法

調査名称：r広告主の広告会杜AE制度意見調査」付・国際広告実施状況調査

調査監修1早稲田大学商学部教授小林太三郎

調果実施：AD懇談会事務局（責任者・野中信一）

調査期目：昭和62年2月9目川2月27目

調査対象：消費財，耐久財，産業財の製造業を主体に，それに若干のサービス業を加え

て，わが国有力広告主285杜を対象。但し，今回調査では外資系広告主を原則として除

外。

調査回答：回答総数ユ51社，うち有効回答145杜（回答率50．9％）。

フニースシート

総計　　　　　　　　145杜くユOO．O紛
1
．

2．

a．

b．

a．

　b．

3．

4．

備考

消費財　　　　　58杜く40．O紛

　各種食品　　　　35杜（菓子・飲料，乳製品，調味料，酒類，その他の加工食品）

　薬粧雑貨　　　　23杜（化粧品，医薬品，トイレタリー品など）

耐久財　　　　　　52杜く35．9％）

　家電機器　　　　30杜（家電品，自動車，映像・音響品，カメラ・ミシソ，その

　　　　　　　　　他家庭機器）

　趣味衣料　　　　22杜（衣料品，スポーツ品，玩具，文具品など）

産業財　　　　　　29杜＜20．O紛

サーピス他　　　　6肚＜4．1％〉

：1）　この調査では業種分類を基軸としているが，上掲の簡略用語を使用した。

　2）　「サーピス他」の業種は，回答サソプル小数のため，参考程度にされたい。

　3）本文では，5段階評価法に相当する設問の箇所では，加重平均指数で説明す

　　ることもあるが，この算出法は十2，十ユ，O，一1，一2，の得点合計を回答杜

　　数（NAを除く）で除した数値であり，参考までに並記した。

　4）　この調査票では，ラフではあるが一応，下記の用語概念を明示した。

　　「AE制」とは，一っのプラソド商品群を一つの広告会杜に委託して，そのフ

　　ルサーピス機能を受けるシステム。

　　　「フルサービス」とは，広告企画・表現制作・媒体購入を始め，それにかか

　　わるマーケティング，コミュニケーショソのトータルサーピスo

　5）調査対象で明記のように今回調査では外資系広告主を除外しれ

r貴杜では全般的にみて，AE制にどのように対応されていますか（該当個
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所にO印」」では，総計145杜の回答は次の通り。1．その方向での体制が既に

敷かれている13．1劣（19社），2．その方向での体制づくりに努力している11．O

（16杜），3．　ケース・バイ・ケースである39．3％（57杜），4。その方向での

体制はあまり考えていない29．7％（43杜），5．その方向での体制は全く考え

ていない6．9％（10杜）で，加重平均が一0，062．AE制志向の計24・1％・中問

39．3％，AE制無志向36．6％。この調査では外資系広告主は調査対象から除い

〈第1表〉

匝貴杜では全般的にみて…制にどのよ1に対応されていますか・（該当O印）

1　その方「2　その方『　　　　；4　その方5　その方
向での体

劉
扇
て
い
る
1

向での体 向での体

制が既に 制はあま 制は全く 平均
敷かれて り考えて 考えてい

いる いない たい

総計　　145杜 19（13．1）
・・（・・．・）1・・（・臥・）1・・（・λ・）

10（6．9） 一〇．062

1．消費財　　58 13（22．4）
・（…）1・・（…）5（143）115（42・9）

12（20．7） 2（3．5） 十〇．293

a一各種食品35 7（20．O） 6（17．1） 2（5．7） 十〇．257

b．薬粧雑貨23 6（26．1） ・（・・）「・（・臥・） 6（26．1）
一

十〇．348

2．耐久財　　52 6（11．5）
6（11．5）119（36．5）　　　■

16（30．8） 5（9．6） 一〇．154

a。家電機器40 5（16．7） 3（1O．O） 11（36．7） 8（26．7） 3（10．O） 一〇．033
■

b・趣味衣料　22　1　1（45）
3（136）1　　　≡

8（36．4） 8（36．4） 2（9．1） 一〇．318

3産業財　29一 一
3（104）」 12（41．4） 11（37．9） 3（10．4） 一〇．483

4．サーピス他61一　　　　　　　　■

一
2（33．3） 4（96．7）

一 一0．667
■

SQ．1．2．の場合，媒体購入にAE広告会杜はどういう役割を果していますか？

1．完全にAE広告会杜　の取扱い

2．場合によってはAE　広告会杜以外の広告会　杜の起用もある。

NA

1．AE制の方向での体　制が既に敷かれている

5杜 l
l

13杜 1杜

2杜

一
＝
■
■
！

14杜

出所：小林太…郎監修「広告主の広告会社AE制度意見調査＜昭和62年2月実施〉」による。）出所．小林太…郎監修「広告主の広告会社AE制度意見調査＜昭和62年2月実施〉」による。）
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てあるので，この点に注意。AE制志向の実態はこれより若干上回わることに

なろう。以下の各表の読みにもこの面を留意されたい。AE志向が割合に強い

業種は消費財のa．各種食品十0，257，b．薬粧雑貨十〇、348である。広告依存度

を強めている業種の実態がこれからわかる（第1表）。このAE志向会杜（第1

表の1と2の回答者）に対するr媒体購入にAE広告会杜はどういう役割を果

していますか」間の回答は第1表下部でまとめておいた。

　r貴杜は全般的にみて，広告会杜にフルサービス機能をどの程度要求されま

すか」に対しては，総計で，1．大いに要求する　13．1％（19杜），2．かなり

要求する　28．3（41杜），要求の計41．4％，3．　ケース・バイケースである

39－3劣（57杜），4．あまり要求しない　17．2劣（25杜），5．全く要求しない

1．4劣（2杜），要求しないの計　18．6％。AE制志向の弱い企業でも，エージ

ェソシイのフルサービス機能への要求は一般に強いと言える（もちろんフルサ

ービス機能の要求とAE制は直結しないことはここに言うまでもない）。広告

〈第2表〉

　2三1貴杜では全般的にみて・広告会杜のフルサービス機能をどの程度要求されます

　　　か？（該当○印）

　　　　i　　　．3．ケースL要奈坪要欝婁1焦 4、あまり5．全く
■

，

要求しな 要求し NA 平均
い ない

，

総計 19（13，1）
41（28．3）＝57（39．3）　　　■

25（17．2） 2（1，4）
1（帆7）10，347　　I

1．消費財
　　　「　　　　110（1τ2）125（345）ll　i1l　l　　　l　　　　　　　　　　　　　　　コ

19（32．8） 8（13，8） 1（1．7） O．517

a．各種食品 14 3 1 1O・514

b。薬粧雑貨 5 5

2．耐久財
　　」　　　　　　18（15・4）．15（28・9）■∴∴　　l　　　l1（3・5）■6（20．7）．

20（38．5） 7（13．5） 1（1，9）

　　…5・・1（1．9）i0，421　　I

a．家電機器 8 6 1 ■10．467

b．趣味衣料 12 1　　　一 1　i　O．381
　　■9（31．O）」 ■

3、産業財 13（44．8） 1－O．035

4．サーピス他 1　r・（…） ・（1・・）1 ，i－0．167

0347

　0517
　0514
　0522
　0421
　0467
　0381
1－O035

■一0167

（出所＝前表と同じ）
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＜第3表〉

　i　Q3貴杜では，主な取引広告会杜が提供するサービスの実績評価は，どのように扱

　　　っておられますか？（該当○印）

；㌧讐撃1zチ粥罫一き蟻4一き蟻

！漆姦鰹簸銚縫M
弾享i難秦奪鱗狐

　　　　　　　合せる。

総計…杜1・（・・）・・（…）・・（・㌦・）・・（・…）・（…）

1
．

2．

3．

4、

a．

b．

a．

b．

消費財　　　58　4（6．9）　　14（24．1）　　14（24．1）　26（44．8）

　各種食品　35　3

　薬粧雑貨　23　1
耐久財　　　52　1（1．9）

　家電機器　30　1
　趣味衣料　22

産業財　　　29　2（6，9）

サービス他　6

6　　　　　　10　　　　　　16

8　　　　　　　4　　　　　　10

7（13．5）　　　　14（26．9）　　　　29（55，8）

6　　　　　　　7　　　　　　19

1　　　　　　　7　　　　　　14

1（3．5）　7（24．1）　18（62．1）

2（33．5）　　　　2（33．3）　　　　2（33．3）

1（1．9）

1

1（3．5）

1亙1加重平均算出法：・項・い馳・項・・，・項・，の合計を回答数

　　　で除Lた。総計O．741，消費財0，931，耐久財O．608，産業財0，536

　（出所：前表と同1二）

依存度の高い業種，消費財のa．各種食品，b．薬粧雑貨のフルサービス要求

度が強いことをここに強調しておきたい。

　なお参考までに，広告主の行っている広告会杜サービスの実績評価方法を紹

介しておこう（第3表）。r総合的なチェック基準システムがあり，毎年定期的

にその結果を広告会杜と打合せをする」が4．8％（7杜），r部分的なチェック

基準システムがあり，毎年1回以上，その結果を広告会杜と打合わせる」16．6

％（24杜）で，チェック基準システムありの計が21．4％。rとくにチェック基

準はないが，毎年1回以上はその打合せ会をする」25．5劣（37杜），rとくにチ

ェック基準はないが，気がついた都度，広告会杜と打合せる」51．7％（75杜）
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で，チェック基準なしの計は77．2劣。広告代理業サービスの効果的・効率的利

用化に対する業種別関心・熱意がこれから推察できる。

　AE制を1プロダクト～1工一ジェンシイ関係の視点から絞って検討すると

き，競争広告主のアカウントは国際的一般原則上では工一ジェンシイには扱え

ないことになるが，わが国の場合は，周知のようにAEコンセプトがかなり拡

大かつ暖味に考えられているのでr貴杜がフルサービスの広告会杜を採用する

場合，その広告会杜が持つ競合クライアソトの取扱いは，どの程度考慮されま

すか」と質問してみた。この回答杜の由こはAE志向的でない広告主も多数含

まれていることは注意のほどを……。フルサービスの広告会杜を利用する際，

広告主～広告会杜の関係がAE制のものでrある・なし」に拘わらず，取引き

工一ジェンシイが自杜の競合広告主を扱うことに対する広告主側の見解は第4

表の通り。競合クライアントが同業種会杜（広告主）の場合は，全体ではr全

く問題でない」2・1％（3杜），「ほとんど問題でない」1O－4劣（15杜），問題で

ないの計　12．5％，「かなり間題にする」35．2劣（51杜），r大いに問題にする」

〈第4表〉　3つの場合の「聞題にする・Lない」の意識度

　貴社がフルサービスの広告会社を採用する場合，その広告会社が持つ競合クライア

　ントの取扱いは，どの程度考盧されますか？（各該当O印）

　　　　　　　　　　全く問　ほとん　どちら　かなり　犬いに
　　　　　　　　　　題でな　　ど間題　　とも云　　問題に　　問題に　　不　明
　　　　　　　　　　い　　　でない　　えない　　する　　する

　　　　　　　　　　　a　　　　　b　　　　　c　　　　　d　　　　　e
1　相手が同業種会杜の　■　　　　1　　　　1　　　　－　　　　1
　　場合　　　　　　　2・1％　　10・4％　　20・O％　　35．2％　　26．9％　　5．5％
　　　　　　　　　　　㌧一　　　　　　　　　　　　　　　　㌧一
　　　　　　　　　　　　　12，5　　　　　　　　　　　　　　　　　62．1

2．相手が同業種会杜で　千　　　　亨　　　　？　　　　千　　　　9

　　も異種商品カテゴリ41　　　24，8　　27．6　　　3エ．0　　　6，9　　5．5
　　一の場合　　　　　　．H一　　　　　　　　　㌧一
　　　　　　　　　　　　　28，9　　　　　　　　　　　　　　　　　37．9

2．相手が同種商晶でも　千　　　　亨　　　　〒　　　　亨　　　　干

　　対象市場が異なる場41　　20．0　　2g．7　　2g，7　　11，0　　5．5
　　合　　　　　　　　．㌧一　　　　　　　　HH
　　　　　　　　　　　　　24，1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40．7

　（出所：前表と同じ）
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Φo

＜第5表〉

1竺貴杜がフルサービスの鮎会杜を採用する場合，その広告会杜が持つ競合クライァン1の取扱いは，

　　　考慮されますか？（各該当○印）

どの程度

1．相手が同業種会杜の場合

a　　　b　　　c　　　d　　　e

2． 　相手が同業種会杜でも異
種商昴カテゴリーの場合

　　b　　　c　　　d　　　e

3
． 　相手が同種商品でも対象
市場が異なる場合

　　b　　　c　　　d　　　e

総計（145杜）
（％）

3　　　15　　　29　　　51　　　39

2．ユ　　ユ〇一4　　20，0　　35，2　　26，9
636404510
4，1　　24I8　　27，6　　31．0　　　6．9

6　　　29　　　43　　　43　　　16

4，1　20，0　29，7　29，7　11．O

1．消費財58杜
　　　（％）

　a．各種食品

　b．薬粧雑貨

6　　14　　23
10，4　　24，1　39．7

13

22．4

4　　　9　　13

2　　　5　　10

8
5

1　　　14　　　17　　　20　　　　4

1，7　　24，1　　29，3　　34．5　　6．9

1　　8　　11　　12　　2

　　　6　　　6　　　8　　　2

1　　　11　　　21　　　18　　　　5

1，7　　19，0　　36，2　　31，0　　8．5

1　　　7　　13　　10　　　3

　　　4　　　8　　　8　　　2

2．　耐久財52杜

　　　（％）

3　　　　7　　　11　　　14　　　14

5，8　13，5　21，2　26，9　26．9

5　　　16　　　13　　　14　　　　1

9，6　　30，8　　25，0　　25．9　　1．9
41316124
7，7　　25，0　　30，8　　23．1　　7．7

a．家電機器

b．趣味衣料

2　　　6　　　6　　　8　　　6

1　　　1　　　5　　　6　　　8

4　　11　　6　　6　　　1

1　　　5　　　7　　　8

3　　10　　　8　　　6　　　1

工　　　3　　　8　　　6　　　3

3． 産業財29杜

　（％）

1　　　3　　13　　10

3，5　10，4　44，8　34．5

4　　　9　　11　　　3

13，8　31，0　37，9　10．4

3　　　6　　13　　　5

10，4　20，7　44，8　17，2

4． サービス他 1　　　1　　　1　　　2 2　　1　　　　　　2 1　　　2　　　　　　　　　　　2

NA

8
5．5

2
3．5

1
1

3
5．8

2
ユ

2
6．9

離）　NAは各欄骸当o　NA　食品1祉「フルサーピスを考えず」，化粧品1社「撞当支社が違い閥魎でない」。

　　田：全く閥題でない　b：ほとんど閥魑でない　c：どちらともいえない　d：かなり間魍にする　o：犬いに閥魍にする

崖

巾
隷
田

副
惚
繊

竃
㎝

ψ
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26．9狐問題であるの計　62．1％。rどちらとも言えない」の中間回答は20．0

％（29杜）。広告主一広告会杜関係がAEシステム下のものでrある・なし」

に関係なく，広告主は取引中の工一ジェンシイが競合広告主をクライアントに

することに低抗感を強めていると言え私

　ではr相手が同業種会杜でも異種商品カテゴリーの場合」はとなると，低抗

とか反対感はかなり弱くなる。「全く問題でない」4．1劣（6杜），「ほとんど間

題でない」24．8％（36杜）・聞題でない　計帆9劣，「かなり問題にする」31．O

（45杜），「大いに問題にする」a9％（10杜），聞題にする　計37．9％である。

異種商品カテゴリーと恋ると，クライアント・コソフリクトはやや低下する可

能性がみられよう。

　r相手が同種商品でも対象市場が異なる場合」はどうであろうか。r全く問題

でない」4．1劣（6杜），rほとんど間題でない」2αO％（29杜），問題でない計

24．1％，rかなり問題にする」29．7％（43杜），r犬いに問題にする」11．O％（16

杜），問題にする計40．脇。以上の3つの場合の考えをまとめておこう（第4

表）。さらにこれらの業種別見解については第5表の通りである。

4AE制の魅力と広告会杜の実力・実績の関係

　広告主にとってAE制自体の魅力性はどの程度なのであろうか，また専門ノ

ウハウがある広告会杜であれぱ，たとえ競合広告主がその工一ジェンシイのク

ライアソトになっていてもよいと考えているのだろうか，加えてAE制システ

ム自体と取扱う広告会杜の実力・実績の二つはどちらがより重要なものだろう

か……を次に検討してみよう。

　r特定分野に専門ノウハウを持つ広告会杜であれぱ競合クライアントの取扱

いがあってもかまわない」というわが国の広告事情を考慮した質問をしたとこ

ろ，r全くそう思う」7．6％，r夫体そう思う」31．O劣の計が38－6劣，rあまり

そう思わない」25．5％，「全くそう思わない」13．1％の計が38．6％で，中閻的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　591
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見解が22．1％となった。競合クライアントの取扱いには低抗度が高い。「今後

AE制のメリットが一層重視・評価されるようになると思われる」というステ

ートメントに・対しては，「全くそう思う」5．5％，「大体そう思う」35．9劣・こ

れらの計が41．4％。rあまりそう思わない」20．7％，「全くそう思わない」一，

計20．7％で，この項目に対する肯定率は否定の約倍となる。AE制がより重

視・評価されるようになるだろうという見方は潜在的に強いと言えよう。しか

し実際面では，広告会杜の実力・実績をAE制より重視している点は見逃せ

ないところである（第6表）。

　これらケースの業種別の見方は第7表の通りである（第1表）。

　わが国におげる広告主のAEシステムは上掲の通りであり，米国及びカナダ，

その他の国々のものとかなり異ることになる。これらの現況及び将来の予想さ

れる動きなどを踏まえて，広告主一広告会杜関係の良好化・緊密化に努めなげ

れぱならないo

　グローバル・コミュニケーショソ化，インターナショナル・ネットワーク化

〈第6表〉

　下記にあげる意見について，あなたのお考えに近いものを一つだけ選んで下さい。

　（該当各O印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どちら　あまり　全くそ　　　　　　　　　　全くそ大体そ　とも云そう思　う思わ不明
　　　　　　　　　　う児芸う　　　う児芸う
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　えない　　わ恋い　　ない

Lウ鰐鑑麗美1　亨
　杜であれぱ競合クラ　7．6％　　31．O％

　イアソト取扱いがあ　　L衣
　ってもかまわない

2．今後AE制のメリ　　a　　　　b
　ヅトが一層重視・評　5．■5　　35±g

　価されるようになる　　トー
　と思われる　　　　　　　　41．4

3．　目本ではAE制自　　a　　　　b
　体よりも広告会杜の　　，　　　1
　実力・実績の方が広　16，6　　55．9
　告会杜を評価する場　　L■売■■」
　合，重視される。
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　　　　　L颪砺一

　c　　　　　d　　　　　e

3．1。　。ま。　±　O．7

　　　　　－H　　　　　　20．7

　　　　　d　　　　　　e
　　　　　　l　　　　　　　　　1
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＜第7表〉

　■■Q5■下記にあげる意見について，あなたのお考えに近いものを一っだけ選んで下さい。（該当各O印）

総計　145杜
　（％）

加重平均

1．消空蝸58杜
　　　（％）

　　加重平均

a．各種食品
b．薬粧雑貨

2．耐久財52杜
　　　（％）

　　加重平均

a．家電機器
b．趣味衣料

3．産業財29杜
　　　（％）

　　加重平均

4．　サービス他

1．特定分野に専門ノウハウを持つ
　広告会杜であれぱ競合クライアソ
　ト取扱いがあってもかまわない

a　　b　　　c　　d　　e　　NA

11　　　45　　　　32　　　　37　　　　19

7，6　31，0　22，1　25，5　13，1

　　　　　　－O．056

1
0．7

4　　24　　　9　　　16　　　5
6，9　41，4　15，5　27．6　　8．6

　　　　　　＋O．190

1　　14　　　6　　11　　　3

3　　10　　3　　5　　2

7　　　12　　　14　　　10　　　　8

13，5　23，1　26，9　19，2　15．4

　　　　　　　0

1
1．9

5　　9　　6　　6　　4
2　　3　　8　　4　　4　　　1

　　　8　　　7　　　9　　　5
276　24，1　31，0　17．2
　　　　　　－0．207

1　　2　　2　　　1

2．今後AE制のメリットが一層
　重視・評価されるようになると
　思われる

a　　b　　　c　　d　　　e　NA

8　　52　　54　　30
5，5　　35，9　　37，2　　20．7

　　　　　　＋O．264

1
0．7

1　　25　　19　　13
1，7　　43，1　　32，8　　22．4

　　　　　＋O．241

1　　17　　　8　　　9
　　　8　　11　　　4

6　　13　　21　　11
11，5　25，0　40，4　21．2

　　　　　　＋7．667

1
1．9

6　　　6　　13　　　5
　　　7　　　8　　　6

12　　11　　　9
41，4　37，9　20，7

　　　＋O．207

1　　2　　3

3．目本ではAE制自体よりも広皆
　会杜の実力・実績の方が広告会杜
　を評価する場合，重視される

a　　b　　c　　d　　e　NA

24　　　81　　　27　　　11　　　1　　　1
16，6　　55，9　　18．6　　7．6　　0．7　　0．7

　　　　　　＋O．806

12　　32　　　9　　　5
20，7　55，2　15．5　　8．6

　　　　　　＋O．879

7　　18　　　5　　　5
5　　14　　　4

6　　26　　15　　　4　　　　　1
11，5　50，0　28．9　　7．7　　　　1，9

　　　　　　＋O．667

4　　ユ4　　　8　　　3　　　　　1
2　　12　　　7　　　1

4　　20　　　3　　　2
1318　69，0　10．4　　6．9

　　　　　　＋O．897

2　　　3　　　　　　1

駐）NA1社1当社のことしかわからたい。

　a：全くそう恩う　b1大体そう思う　c：どちらともいえない
（山所：鮒表と同じ）

dlあまりそう思わないe：全くそう思わない
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の強まりにつれ，殊に犬規模工一ジェンシイは，現在の広告主一広告会杜関係

の改良・開発化に一眉留意・努力しなければならなくなるだろう。一方これと

現在の伝統的両考関係の維持とのバランス化問題もこれからの重要課題となる

のは必至である。

5広告会杜のサービス方向

　広告主はAE制度下でエージニンシイを利用rする・Lない」に拘らず，一

般にその工一ジェンシイにフル・サービス機能を求めるようになってきている

といえよう。したがって，広告工一ジェンシイにとっては，フル・サービスの

量・範囲の増大とそれらの高質化の方向がこれからはますます強まるようにな

るのは必定である。

　ここで問題となるのは，フルサービスとは何か，その領域を枠付けるとどう

たるかの問題である。ピクター・G．ブルーデ（Victor　G．Bloede）は次のよう

に主張する。rどういうものがフルサービス・工一ジェンシイであるかを定義づ

けることはそれだけの価値があるように思われる。最も簡単に言えぱ，フルサ

ービス・工一ジェンシイはくクライアントの〉トータル・アドバタイジング機

能を遂行するのに必要なすべてのサービスを提供する広告会杜といえる。これ

には，クライアントの間題と機会を分析する，戦略の方向を開発する，全媒体

の広告作品を準備するなどの能力を含む。加えて，最大の効果を確保するため

各ステップで必要となる調査をすることもそうである。工一ジェンシイは広告

主の商品・サービスの販売に役立つような方法で，彼らをこれまで支援してき

たものである。フル・サービスのコンセプトにはその範囲を広めてきている。

昨今工一ジェンシイの多くは，新規の事業部門を開設したり，支杜を設置した

りして，新しいコミュニケーション・サービスを増やしてきている。今目では

クラィァントはパブリヅク・リレーションズ，販売促進，パッケージ・デザイ

ン，ディレクト・マーヶティング，TVプログラミングなどのサービスが提供

　594
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できるフルサービス・工一ジェンシイを見付け出すことができる。加えて，多

くの広告会杜は，またリクルート広告，流通広告，テクニカル広告，薬品広告

などのような諸分野で専門的な支援ができるようにもなってきた。フルサービ

スを提供する力は二一ジェンシイの規模は関係がない。フルサービスは大規模

な工一ジェンシイと同様小規模なところでも行えるものである」と。㈲

　広告会杜のサービス範囲は次第に拡大し，かつ高質になるものと予想され

る。米国のみならず，広告産業界が発達Lている広告先進国ではこの動きが昨

今は顕著である。ではフルサービスの領域は現在どの程度まで拡大しているの

であろうか。ここに米国での代表的エージェンシイの一つである0mniconの

動きを考究Lてみよう（1987年6月ニューヨークで取材）。

　BBDO　Worldwide（Batten，Barton，Durstine＆0sbom，BBDO　Chicago，

BBDO　west，BDA／BBD0，Atlanta，Intemational　Agenciesを傘下に置

く），DDB／Needham　worldwide，DAs（Divers丘ed　Agency　services）を

統轄するオムニコム（O㎜nicom　Inc．）の場合は，広告会杜のサービスとして

はどのようなものを，考え準備Lているのだろうか。紙幅の関係もあるので，

DSAの場合を中心にして取り上げてみたい。0mmnicomのディビジョンの

一つであるDASに関連する諸会社をまず列挙しておく（第8表）。

　このDASの役割は，これらの諸会杜を組織化Lてクライァントに相乗的な

サービスを提供する，またDASが統轄する諸企業の開発チャンスを作る，利

益性の拡大化を図ることなどにある。DASの諾会杜は2つのエージェンシイ

ネットワークを支援補完する立場にある。広告主はトータルコミュニケーショ

ンのサービスを広告会杜に要請するものである。DASはこのような広告主の

二一ズを充足できるように組織化されたもので，他の広告会杜のようにマーケ

ティング支援ユニヅトがゼネラル・ユージェンシイに付随的というものではな

い。

　さて，DAS統轄下のコミュニケーション関係諸機関であるが，上掲の第8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　595
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DAS　Companies

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tracy－Locke

　　　　General　Advertising，Da1！as，Denver，Los　Ange1es

　　　　　　　　　　　　　Inga1ls　Quinn＆Johnson

　　　　　　　　　　　　　　Ge口eral　Advertising，Boston

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Waring＆LaRosa

　　　　　　　　　　　　General　Advertising，New　York

　　　　　　　　　　　　　　Cargil1Wilson＆Acree

　　　　　　　　　　　　　General　AdYertising，AtIanta

　　　　　　　　　　　　　　　　　Blair　Advertising

　　　　　　　　　　　　General　Advertising，Rochester

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CAK

　　　　　　　　　　　　　　General　Advertising，Miami

　　　　　　　　　　　　　Kresser　Craig／D．I．K．

　　　　　　　　　　　General　Adver走ising，Los　Angeles

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Doremus

Financia1Advertising，New　York，Washington，D，C．，Boston，

　　　　　　Chicago，Los　Angeles，San　Francisco；Europe

　　　　　　　　　　　　　　Doremus　Porter　Nove11i

　　Pub1ic　Relat1ons，New　York，Washington，D．C．，Boston，

　　　　　　Chicago，Los　Angeles，San　Francisco，Europe

　　　　　　　　　　　　　　　　　　MARCOA　DR　Group

Direct　Marketing，Boston，New　York，Chicago，Newport　Beach，CA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　RapP＆Collins　USA

　　　　　　　Direct　Marketing，New　York，Da1Ias，Los　Angeles

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kal1ir，Phi1ips，Ross

　　　　Health　and　Medicai　Communicati㎝s，New　York；Europe
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　　　　　　　　　　　　　York　Alpem

HeaIth　and　Medical　Communications，New　York，DalIas，Los　Angeles

　　　　　　　　　　　　　　　HMC

　　　　　Health　and　Medica1Communications，New　York，

　　　　　　　　　Chicago，LDs　Angeles；Europe

　　　　　　　　　　　　　Fletcher／Mayo

　　Business・to・Business　Advertising，St．Joseph，AtIanta，Chicago

　　　　　　　　　　　RC　Communications

　Graphic　Art　Studio，Business－to－Business，New　York，Stamford

　　　　　　　　　　　Promotion　Dynamics

　　　　　　　　　　Sa1es　Promotion，New　York

　　　　　　　　　　　　　Weiss／Watson

　　　　　　　Corporate　Communications，New　York

　　　　　　　　　　　　　Bemard　Hodes

　　R㏄ruitment　Advertising，Ye11ow　Pages，New　York，Boston，

　Washington，D．C。，Chicago，Denver，Houston，Dallas，Atlanta，

PhoeniもHo11ywood，FL，Los　Angeles，Palo　A1to；Canada，Europe

　　　　　　　　　　　　　GM　DuBois

　　　　　　　　　　　　Printing，Rochester

　　　Publishing　and　Entertainment　Advertising，New　York

　　　　　　　　　　　　　Franklin　Spier

　　　Publishing　and　Entertainment　Advertising，New　York

　　　　　　　　　　　　　　Ma－tese

　　　　TV　Production／Syndication，New　York，Los　Angels

表の通りであり，各機関の提供する主要サービスに特に注目されたい。フル

サービス広告会杜のサービス領域を検討する上でこれは参考になるだろう。

Tracy・Locke・Ingal1s　Quim＆Johnson，Waring＆LaRosa，Cargil1Wil・

son＆Acree，Blair　Advertising，CAK，Kresser　Craig／D．I．K．はすべて

ゼネラル広告を担当。Doremusが金融広告，Doremus　Porter　Noveniがパ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　597
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ブリックリレーションズ，MarcoaDRGroupがダイレクト・マーケティン

グ，RapP＆Conins　USAが同じくダイレクト・マーヶティング，Ka11ir，

Phi1ips，Rossは保健医薬品コミュ＝ケーション，York　Alpem及びHMC

もヘルス，メディカルコミュニケーショソを扱う。F1etcher／Mayoは産業広

告とかB－to・B広告，RCコミュニケーションズはB－to・B広告とグラフィッ

クアートスダジ才を担当。Promoticn　Dynamicsは販売促進活動を，Weiss／

Watsonは企業コミュニケーシ目ン，Bemard　Hodesはリクルート広告，GM

DuBoisは印刷，Frank1in　Spierは出版・娯楽広告，Malteseはテレビ・プ

ロダクションシンジケーションを業務内容とLている。

　第1図を参照されたい。OmnicOmは3っのべ一シックユニット，BBDO

Wor1dwise，DDB／Needham　Worldwise，DAsから構成されている。BBDO

Wor1dwiseは合併前のと同じネヅトワークであり，DDB　Needhamはドイル

デイン・バンバヅクと二一ダム・ハーパーがグローバル・べ一スで合併して出

来たもので新規のワールドワイド・ネットワークである。DASは新しいマネ

ジメント・グループで22杜を統轄管理している。BBDO，ドイルデーン・バソ

バック，二一ダム・ハーパーの3大二一ジェンシイが以前運営していた企業を

DASではこのようにまとめコントロールしている。

　したがって，0mnicomの広告会杜サービスの領域となるとBBD0，DDB，

二一ダムハーバーのこれまでの総合広告会杜としての広告及び関連サービスは

もとより，DAS統轄の各杜の専門的サービスからなるものと言えるだろう。

　0mnicomグループが現在提供している広告及び関連サービスを整理すると

およそ次のようになろう（項目は順不同）。ただし，これらのサービス項目は同

杜幹部が1987年6月敢材時に説明Lたもので，項目内に若干の重複があること

をここに指摘しておく。

　○消費考向け一般広告（ゼネラル広告）

　○ビジネス・トウ・ピジネス，いわゆるB　to　B広告
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○金融広告

○コーポレット広告

○人材募集広告

○出版娯楽広告

○保健医薬品広告

○電話帳（イエローべ一ジ）広告

○小売及び共同広告

○コーポレット・コミュニケーション

○デザイン・サービス

○販売ミーティング

○トレード・ショー

○P．R。

○ダイレクト・マーケティング（またはダイレクト・リスポンス広告）

○データベース・マーケティソグ

○テレマーケティソグ

○（ダイレクト・マーケティング面の）フルフィルメソト〈作業遂行〉

○イベント・マーケティング

○スポーツ・マーケティング

○セールスプロモーション

○POP広告（またはディスプレイ）

○プレミアム

○販売インセンティング

○スイープステーク及びコンテスト

○グラフィック・アート

○プリンティング

○テレビ番組制作
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　0シンジケーション

　　（注）上掲の諸項目は主にDSA統轄下の各杜のサービスに基づいたものである。

　以上はOmmcOmの工一シェンンイ・サーヒスの主要項目とかそのフレーム

ワークである。1例にすぎないにしても，工一ジェンシイを繁栄させる上でど

ういう項目に注意が払われているかがこれからわかろう。

　フルサービスの広告会杜のサービス項目はますます拡大するものと思われ

る。このOmnicOmのサービスも，その拡大過程の一ステップのものと言って

よい。工一ジェンツイのサービスは，広告産業界の見通し，現在・将来の広告

主の二一ヅ，広告会杜間のサービス競争（サービスの必要度），政治・経済・杜

会・テクノロジイ・マーケティングコミュニケーション・その他などの諸変化

への対応・先取り，広告会杜の経営などからの影響を受け，その量と質は増大・

高質化の一途を辿ることになろう。OmnicOmのサービス範囲は広告工一ジェ

ンシイ・サービスにとり理想的なものとは言えないにしても，国際的かつ代表

的工一ジェソシの現水準を知るには参考になると思い，ここに取り上げた次第

である。

注（1）Judith　A　Katz，“The　AD　GAME，A　CompIete　Guide　to　Careers　in　Adver－

　　tisting，Marketing　and　Re1ated　Areas，”1984，pp．7－14．の分類を参考にした。

　（2）　ロスアンジニルスDYR（Dentsu　Yong＆Rubicam）“The　Changing　American

　　Advertising　Industry　And　Its　Impact㎝the　West　Coast”についての，DYR

　　（ロスアソジェルス）幹都，Da柵Wi11㎝ghby，Executive　Vice　President，Megumi

　　Niimura，S㎝ior　Vice　President，Wi1liam　C．Lyddan，JR．，Senior　Vice　Presi・

　　dent3氏の説明による（1987年6月12日，ロスアソジェルス）。

　（3）S．W．D㎜n　and　A．M．Barban，“Advertisi㎎＿Its　Role　in　Modem　market－

　　ing＿，’’1978，p－158．

　（4）“The　IdeaI　Agency－Client　Policy　on　Accomt　Con撒cts，’’American　Associ・

　　ation　of　Advertising　Agencies，1973．

　（5）Victor　G．Bloede，“The　Full－Service　Advertisi㎎Agency　Why　it　con・

　　times　to　grow　and　prosper，”1983，p．3．
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